
大和平野受益地情報利活用推進事業費補助金交付申請書要綱 新旧対照表 

新 旧 
 

第１条 
（略） 
 
第２条 補助対象経費及び補助額 

  補助の対象となる経費は、大和平野土地改良事業で造成された各施設等の各 

種情報を管理活用する電算システムの運用に要する経費とする。 

２ 補助額は知事が定める額とする。 

 
 
第３条 補助金の交付申請 

  補助金の交付を受けようとする改良区は、大和平野受益地情報利活用推進事

業費補助金交付申請書（第１号様式）（以下「交付申請書」という。）に次に

掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

  （１）事業内容及び収支予算書（別紙１） 

  （２）その他知事が必要と認める書類 

 

２ 補助金の交付を受けようとする者は、前項の申請書を提出するに当たっ

て、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補助対象経費に含ま

れる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和 63年法律

第 108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と

当該金額に地方税法（昭和 25年法律第 226号)に規定する地方消費税率を

乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同

じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請し

なければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係

る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。 

 

 

 

第１条 
（略） 
 
第２条 補助対象及び補助額 

  補助の対象は、大和平野土地改良事業で造成された各施設等の各種情報を管 

理活用する電算システムの運用に要する経費とする。 

２ 補助額は知事が定める額とする。 

 
 
第３条 補助金の交付申請 

  改良区は、補助金の交付を受けようとするときは、大和平野受益地情報利活

用推進事業費補助金交付申請書（第１号様式）（以下「交付申請書」とい

う。）に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

  （１）事業計画書（別紙１） 

  （２）収支予算書（別紙２） 

  （３）その他知事が必要と認める書類 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大和平野受益地情報利活用推進事業費補助金交付申請書要綱 新旧対照表 

新 旧 
 

第４条 補助指令 
知事は、第３条の交付申請書類を受理した場合において審査の上適当と

認めた場合は、補助金の交付を決定しその改良区に対し、補助を指令する
ものとする。 
２ （略） 

 
第５条 指示及び検査 
  知事は、補助の指令を受けた改良区に対し、必要な指示をし、又は書
類、帳簿等の検査を行うことがある。 

 
（第６条に変更） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第６条 事業変更の承認 

補助の指令を受けた改良区は、補助申請書の記載事項について変更しよ
うとするときは、あらかじめ、大和平野受益地情報利活用推進事業費補助
金変更交付申請書（第２号様式）を知事に提出し、その承認を受けなけれ
ばならない。 

 
 
 
 
 
（第５条に変更） 
 
 
 

第４条 補助指令 
知事は、第３条の交付申請書類を受理した場合において適当と認めると
きは、補助の指令をするものとする。 
２ （略） 

 
 
（第６条から変更） 
 
 
 
第５条 補助金の変更申請 
  補助の指令を受けた改良区は、当該指令に係る事業計画の内容について
変更しようとするときは、大和平野受益地情報利活用推進事業費補助金変
更交付申請書（第２号様式）に次に掲げる書類を添えて知事に提出し、そ
の承認を受けなければならない。 

  （１）事業計画書（別紙１） 
  （２）収支予算書（別紙２） 
  （３）変更理由書 
  （４）その他知事が必要と認める書類 
 
 
 
 
 
（第５条から変更） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第６条 指示及び検査 

知事は、補助の指令を受けた改良区に対し、必要な指示をし、又は書
類、帳簿等の検査を行うことがある。 
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新 旧 
 

第７条 状況報告 
補助の指令を受けた改良区は、補助金の交付決定にかかる年度の 12月末

日において、事業遂行状況調書（第３号様式）を作成し知事に提出しなけ
ればならない。 

 
第８条 事業完了の届出 

補助の指令を受けた改良区は、補助事業が完了したときは、遅滞なく、当
該補助事業の完了した日から３０日以内又は、補助事業の完了日の属する年
度の末日のいずれか早い日までに事業完了報告書（第４号様式）に次に掲げ
る書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

(１)事業実績書及び収支精算書（別紙２） 
(２)その他知事が必要と認めた書類 
 

 
 
（第８条に変更） 
 
 
 
 
 
 
 
第９条 完了検査 

知事は、前条の規定により事業完了届を受理したときは、当該事業について
の完了検査を行い、補助の指令の内容及び条件に適合していないときは、これ
に適合させるよう指示することができる。 

 
第１０条 補助金の交付 

知事は、第８条の事業完了報告書を受理した場合において適当と認め
るときは、改良区から提出された補助金交付請求書（第５号様式）に基
づき、補助金を交付するものとする。 

 
（第１０条に変更） 
 
 
 
 

（第９条から変更） 
 
 
 
 
（第 7条から変更） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第７条 完了報告 

補助の指令を受けた改良区は、補助事業が完了したときは、速やかに事
業完了報告書（第３号様式）に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しな
ければならない。 
     (１) 事業実績書（別紙３） 
   (２) 収支精算書（別紙４） 

     （３）その他知事が必要と認めた書類 
 
（新設） 
 
 
 
 
（第８条から変更） 
 
 
 
 
第８条 補助金の交付 
  知事は、第７条の事業完了報告書を受理した場合において適当と認める
ときは、改良区から提出された補助金交付請求書（第４号様式）に基づ
き、補助金を交付する。 
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新 旧 
 

第１１条 書類の保存 
   補助の指令を受けた者は、補助事業に係る収支及び支出を明らかにし

た帳簿を備え、かつ、当該収支及び支出についての証拠書類を整理し、
補助事業終了後５年間これを保存しなければならない。 

 
 
（第７条に変更） 
 
 
 
 
 
附 則 
 １ この要綱は、平成２２年４月１日から施行し、平成２２年度分の補助
金から適用する。 
 ２ 奈良県土地改良団体運営費補助金交付要綱（平成元年制定）は廃止す
る。 
 ３ 廃止前の奈良県土地改良団体運営費補助金交付要綱に基づく、奈良県
土地改良団体運営  費補助金については、なお従前の例による。 
附 則 
   この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度分の補助金か
ら適用する。 
   この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度分の補助金か
ら適用する。 

（新設） 
 
 
 
 
 
第９条 状況報告 

補助の指令を受けた者は、補助金の交付決定にかかる年度の 12月末日現
在において、事業遂行状況調書（第５号様式）を作成し知事に提出しなけ
ればならない。 
 

 
附 則 
 １ この要綱は、平成２２年４月１日から施行し、平成２２年度分の補助
金から適用する。 
 ２ 奈良県土地改良団体運営費補助金交付要綱（平成元年制定）は廃止す
る。 
 ３ 廃止前の奈良県土地改良団体運営費補助金交付要綱に基づく、奈良県
土地改良団体運営  費補助金については、なお従前の例による。 
附 則 
   この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度分の補助金か
ら適用する。 
（新設） 

 


